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Ⅰ　はじめに
　 ス イ ス 連 邦（ ド イ ツ 語 で は「Schweizerische 
Eidgenossenschaft」、フランス語では「Confédération 
Suisse」、 イ タ リ ア 語 で は「Confederazione 
Svizzera」。以下「スイス」という）は、主権を有す
る23の州（Kanton）及び３つの準州から構成される
共和制の連邦国家である。従って、スイスは連邦法
を有するとともに、各地の州においては独自の州法

も存在する。
　スイスの人口は約830万人にすぎないが、２つの
優秀な連邦工科大学を擁し、これまでノーベル賞を
受賞した科学者は22名にのぼり、高い科学技術研究
開発能力を有するイノベーション国家であるといえ
る。また、近年、人口あたりの特許出願件数につい
ては、スイスは世界トップレベルを維持している。
スイスには、ノバルティス及びロシュを始めとする
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医薬品製造企業、ネスレを始めとする食品・飲料製
造企業、ロレックスを始めとする腕時計製造企業２、
ABBを始めとする機械製造企業のように、数多くの
ハイテク企業を擁する。
　スイスは欧州連合（EU）には加盟していないが、
欧州評議会及び欧州自由貿易連合（EFTA）に加盟
している。2002年には、国連への加盟を果たした。
また、シェンゲン協定、欧州人権条約等の国際条
約にも加盟している。EUに加盟していないスイス
は、本来、EU指令の国内法化の義務はないが、経
済活動の円滑化等の目的から、自国の法制度を可能
な限りEUの法規制に合わせるようにしている。ス
イスには、多くの国際機関（例えば、世界貿易機関

（WTO）、世界保健機関（WHO）、国際標準化機構
（ISO）等）が本拠をおいている。
　スイスでは、言語政策につき、「４言語主義」が
採用されている。連邦の「国語」（連邦政府により
公式に認められた言語）は、ドイツ語、フランス語、
イタリア語及びロマンシュ語の４つである。これに
対し、連邦の「公用語」（連邦政府の官公庁等にお
いて使用されるべき言語）は、基本的には、ドイツ語、
フランス語及びイタリア語の３つであるが、ロマン
シュ語の話者との意思疎通においては、ロマンシュ
語もまた連邦の「公用語」であるとされている３。
　ところで、日本における欧州法の研究では、従来、
ドイツ法、フランス法及びイギリス法が、主な対
象とされてきた。これに対し、他の欧州諸国の法律

（スイス法等）については、研究対象とされること
が、比較的少なかったといえよう。しかし、ドイツ法、
フランス法及びイギリス法以外の欧州諸国の法律に
ついても、日本にとって参考となる重要な法制度や
法実務運用があるのではないかと思われる。前述し
たさまざまな側面におけるスイスの重要性に鑑みる
と、スイスの知的財産法の制度、実務運用及び改正
動向等について知ることは、非常に重要であるとい
える。
　そこで、今回は、スイスの知的財産法の概要を紹
介することとしたい。

Ⅱ　スイスの法制度一般
　スイスの法制度は、ドイツと同じく、いわゆる

「大陸法系」に属し、成文法を法体系の中心に置いて

いる。スイス法は、ドイツ法とともに、日本、台湾、
トルコ等多くの国の法制度に大きな影響を与えてき
た。
　スイス民法典（Schweizerisches Zivilgesetzbuch 

（ZGB））は、ドイツ民法典の強い影響を受け、1907
年12月10日に制定され、1912年１月１日に施行され
た（その後も、幾度もの改正を経ている）。スイス
民法典は、1926年に制定されたトルコ民法典に対
して強い影響を与えた。スイス民法典は、親族法
及び相続法だけでなく、物権法を含むものである
が、債務法については、別の法典であるスイス債務
法 典（Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches （Fünfter Teil: 
Obligationenrecht: OR））が1911年に制定されている。
スイス債務法典は、その内容に契約法、会社法、手
形小切手法等を含んでいることから分かるように、
民法と商法を統合したものであり、その制定以降、
多くの国の立法に影響を及ぼした。最近日本で検討
されている「債権法改正」の議論において、スイス
民法典及びスイス債務法典の体系及び内容が改めて
注目されている。
　スイス法全般の日本語による概説書は残念ながら
現在のところ存在しないが、英語による概説書と
して、『INTRODUCTION TO SWISS LAW  Third 
Edition』（Edited by F. Dessemontet and T. Ansay, 
Kluwer Law International, 2004）がある。
　インターネット上の情報としては、ウェブサイト

「GlobaLex」に、英語ではあるが、スイスの法制度
や法令・判例の調査方法等に関するさまざまな情報
が掲載されている４。

Ⅲ　知的財産法全般
　スイスの知的財産法制度は、主に、特許法、意匠
法、商標法、著作権法、不正競争防止法等により構
成されている。また、知的財産権に関する裁判所の
判例も、事実上、重要な役割を果たしている。　
　スイスは、知的財産権に関する多くの国際条約に
も加盟している。例えば、パリ条約、WIPO設立条約、
WTO協定、TRIPS協定、特許協力条約（PCT）、欧
州特許条約（EPC）、国際特許分類に関するストラ
スブール協定、微生物の寄託の国際承認に関するブ
タペスト条約、意匠の国際登録に関するハーグ協定、


